
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Osaka Gas Co., Ltd.

最終更新日：2015年10月28日
大阪瓦斯株式会社

代表取締役社長 本荘武宏

問合せ先：広報部 06-6205-4515

証券コード：9532

http://www.osakagas.co.jp/index.html

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社は、「お客さま価値」の創造を第一に、これを「社会価値」「株主さま価値」「従業員価値」の創造につなげるという、大阪ガスグループ企業理
念に基づき、公正で透明な事業活動を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることが重要と考えています。 
 その実現を目指し、株主の権利行使に適切に対応し、ステークホルダーとの対話と協働を通じて信頼の維持向上に努め、当社グループ全体の
CSRの水準を一層高めます。また、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応し、透明、公正かつ果断な意思決定および効率的かつ
適正な業務執行を行うために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を継続的に推し進めます。 

【補充原則１－２－２】（招集通知の発送前ウェブ開示） 
 当社は、招集通知の早期発送を行い、株主に十分な熟慮期間を設けていると考えていますが、発送前のウェブサイトでの公表について次年度
からの実施を検討します。 
 
【補充原則４－１１－３】（取締役会全体の実効性の分析・評価） 
 当社は、今後、取締役会の実効性をより一層高め、中長期的な企業価値の向上に資する目的で、取締役会全体の実効性についての分析・評
価の具体的な実施内容を検討します。 

【原則１－４】（いわゆる政策保有株式） 
 当社グループは、販売・調達等の取引、業務提携等を通じた企業との協力関係が事業推進上必要であり、当社グループ事業への貢献が期待
できる場合に限り、第三者株式の取得および管理に関する規程に基づき、上場株式を取得することがあります。 
 株式の取得後は、管理組織を定め、当社グループ事業への貢献が期待できるかを、出資先の業績等とあわせて定期的に確認し、取締役会に
報告した上で、保有意義の薄れたものは市場への影響等を考慮した上で売却しています。 
 当社は、議決権の行使について、出資先との対話を含む様々な方法により議案の内容を検討し、当該会社の持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に資するものか、当社グループの企業価値を毀損するおそれがないか等を考慮して賛否を判断しています。 
 
【原則１－７】（関連当事者間の取引） 
 当社は、会社法の定めを遵守し、取締役の競業取引、利益相反取引がある場合は、取締役会での承認・報告を要することを取締役会規程で定
めています。  
 取締役の就任時には、競業取引、利益相反取引について説明するとともに、就任後は、毎年、本人および他の取締役の該当取引の有無につい
て確認する機会を設けています。 
 
【原則３－１】（情報開示の充実） 
（１）当社グループは、大阪ガスグループ企業理念を策定・公表し、公正で透明な事業活動を通じて、中長期的な企業価値の向上を図っていま
す。 
 経営戦略、経営計画の策定・公表に当たっては、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、資産効率、資本効率に関する目標（連
結ROA、連結ROE）、配当性向の目標および財務の健全性を維持するための目標（D（有利子負債）/E（自己資本）比率）を提示し、継続的な企業
価値の向上のための取り組みについて、株主・投資家に対して説明しています。 
 大阪ガスグループ企業理念、経営計画は、次の当社ウェブサイトに掲載しています。 
 URL：http://www.osakagas.co.jp/company/ir/manage/index.html 
 
（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．基本的な考え方」に記載のとおりです。 
 
（３）当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、取締役の報酬体系の設計にあたっては、企業価値向上への意欲を高める
ものとしています。 
 取締役の報酬は、固定部分と業績連動部分で構成する月額報酬とし、報酬水準については、他社の水準も参考にし、その役割と責務に相応し
いものとしています。 
 社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから固定報酬としています。 
 各取締役の報酬額は、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経
た上で、株主総会でご承認いただいた上限額（月額63百万円）の範囲内で、取締役会の決議により決定しています（任意の諮問委員会は、社外
委員と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役2名および社外監査役3名であり、社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者
（他の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としています。）。 
 
（４）当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取締役・監査役の候補者選任にあたっては、多様な人材の
中から、知識・経験、能力、人格等を勘案することを基本としています。 
 その上で、社内役員候補者については、エネルギー事業をはじめとする当社グループ事業、企業経営に関する専門性等を、社外役員候補者に
ついては、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を勘案して選任しています。 
 取締役・監査役候補者の選任にあたっては、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問
委員会の審議を踏まえて決定しています（任意の諮問委員会の仕組みは、報酬に関する諮問委員会と同様）。 
 
（５）取締役・監査役候補者についての説明は、「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しています。 
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２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

 
【補充原則４－１－１】（経営陣への委任の範囲の概要） 
 取締役は、取締役会を構成し、経営の重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監督を行っています。 
 取締役会は、取締役会規程および取締役会付議基準を定め、当社グループに関わる経営上の重要な事項を決定・承認しています。経営上の
重要な事項とは、当社グループの経営計画の決定や、重要な組織の設置、重要な人事、一定金額以上の重要な投資、契約の締結等です。 
 これら以外の事項については、業務執行取締役や組織長が果たすべき職務責任と職務権限を定めた社内規程に基づき、業務執行の権限を委
譲しています。業務執行状況の監督を行うため、業務執行取締役はその業務執行状況を3箇月に1回以上取締役会に報告しています。 
 
【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質） 
 当社の社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「II １．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載のとおりです。 
 
【補充原則４－１１－１】（取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方） 
 当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行っています。 
 取締役の員数は、定款の定めにより15名以内とします。社内取締役と複数の社外取締役で構成しています。 
 社内取締役については、取締役会全体として、当社グループの各事業分野、コーポレート部門等についての専門知識、経験のバランスを保つ
ように選任し、社外取締役については、多様で独立した観点から経営課題等に対して客観的な判断のできる人材を選任しています。 
 
【補充原則４－１１－２】（取締役・監査役の兼任状況） 
 当社では取締役・監査役が他の上場会社の役員等を兼任する場合がありますが、その数は合理的な範囲であり、その重要な兼任状況は、毎
年、事業報告および「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類で開示しています。なお、取締役については、兼任状況を定期的に取締役会に
報告し、当社の取締役としての職務の執行に問題がないことを確認しています。 
 
【補充原則４－１４－２】（取締役・監査役に対するトレーニングの方針） 
 当社は、社内役員については、就任時、取締役または監査役に期待される役割、遵守すべき法的な義務、責任についての知識を得る機会を設
けています。就任後も、法改正等の最新の世間動向を把握するために必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めることができるように、定
期的に、社内外の研修機会等を提供しています。 
 社外役員については、既に保有している各分野における専門的な知識や経験を当社の経営の監督または監査に活かすために、就任時に当社
グループの事業内容について説明し、理解を深める機会を設けています。就任後も、必要に応じて、経営環境や事業の動向等について適時的確
に説明し、理解する機会を設けています。 
 
【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針） 
 当社は、株主・投資家に、当社の経営・財務に関する情報を適時かつ公平に開示し、建設的な対話を行うことにより、長期的な信頼関係を築くよ
う努めています。 
 株主・投資家との対話は、経営企画本部長が統括し、ＩＲ担当組織が中心となり、関連組織が必要に応じて有機的に連携の上、実施していま
す。 
 報道機関、アナリスト、機関投資家に対しては、四半期毎に決算説明会を実施しています。また、アナリスト、機関投資家のニーズに応じて、適
宜ミーティングを実施しています。 
 個人投資家に対しては、説明会を適宜実施しているほか、個人投資家を対象としたウェブサイト(*1)を設け、主に事業内容、経営計画等の説明
を掲載しています。また、主に個人株主向けに、当社施設の見学会を実施しています。 
 さらに、アニュアルレポート、ファクトブック、CSRレポート等の発行物を作成し、公表しています。 
 経営幹部が株主・投資家と対話する機会を設けているほか、必要に応じて、株主・投資家の意見を経営幹部にフィードバックしています。 
 インサイダー情報（未公表の重要事実）に関しては、情報公開規程、内部者取引管理規程に基づき、ディスクロージャーポリシー(*2)を定め、イ
ンサイダー情報は伝達しないこととしています。決算発表日前の2週間を「沈黙期間」とし、この期間は、決算に関する問い合わせ等への回答を控
える措置をとっています。 
 
(*1) URL：http://www.osakagas.co.jp/company/ir/investor/index.html 
(*2) URL：http://www.osakagas.co.jp/company/ir/disclosure-policy/index.html 

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本生命保険相互会社 96,212,921 4.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 86,237,000 4.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 85,524,000 4.11

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 69,929,401 3.36

株式会社りそな銀行 52,777,081 2.53

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 30,929,909 1.48

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 29,865,919 1.43

明治安田生命保険相互会社 29,191,305 1.40

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ ＳＡ／ＮＶ １０ 27,945,453 1.34

燈友会 26,393,905 1.27

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし
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３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

大株主の状況は、2015年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しています。 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 電気・ガス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

――― 

――― 
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

森下 俊三 他の会社の出身者 ○

宮原 秀夫 学者 ○

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

森下 俊三 ○

当社は、森下氏とガス使用契約の取引関
係にあります。その出身元の会社等につ
いては、本人が過去に代表取締役社長を
務めた西日本電信電話株式会社とガス使
用契約・通信契約等の取引関係にあり、
ビジネス研究科特別客員教授を務める学
校法人同志社とガス使用契約の取引関
係にあります。また、代表理事を務める一
般財団法人関西情報センターの賛助会員
です。これらは、その性質・規模等に照ら
して、株主・投資者の判断に影響を及ぼ
すおそれはないと判断されることから、概 
要の記載を省略します。

当社は、当該人物の経験・識見、出身元の会
社等と当社との関係などに鑑み、社外取締役
としての職責を全うできるに足る職務遂行能力
および独立性を有するか否かを総合的に判断
して社外取締役を選任しています。森下氏は、
西日本電信電話株式会社の代表取締役社長
を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅
広い識見等から、社外取締役として適任であ
ると考え、選任しました。また、本人およびその
出身元の会社等が、当社グループの主要な取
引先・当社の主要株主でないなど、一般株主と
利益相反が生じるおそれがないことから、独立
性があると判断しています。

当社は、宮原氏とガス使用契約の取引関
係にあります。その出身元の会社等につ
いては、本人が過去に理事長を務めた独
立行政法人情報通信研究機構、理事長

当社は、当該人物の経験・識見、出身元の会
社等と当社との関係などに鑑み、社外取締役
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任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性 

補足説明 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

宮原 秀夫 ○

を務める公益財団法人地球環境センター
および代表理事を務める一般社団法人臨
床医工情報学コンソーシアム関西とガス
使用契約の取引関係にあり、過去に総長
を務め現在情報科学研究科特任教授を
務める国立大学法人大阪大学とガス使用
契約・共同研究契約等の取引関係にあり
ます。また、代表理事を務める一般社団
法人ナレッジキャピタルがグランフロント
大阪で運営するサロンの会員です。これ 
らは、その性質・規模等に照らして、株主・
投資者の判断に影響を及ぼすおそれは
ないと判断されることから、概要の記載を
省略します。

としての職責を全うできるに足る職務遂行能力
および独立性を有するか否かを総合的に判断
して社外取締役を選任しています。宮原氏は、
情報工学分野における優れた業績と大阪大学
総長としての組織運営における豊富な経験等
から、社外取締役として適任であると考え、選
任しました。また、本人およびその出身元の会
社等が、当社グループの主要な取引先・当社
の主要株主でないなど、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないことから、独立性がある
と判断しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員選任に関する諮
問委員会

6 0 1 2 0 3 社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬に関する諮問委
員会

7 0 2 2 0 3 社内取締役

 当社は、取締役・監査役の選任に関する事項、取締役の報酬に関する事項について、任意の諮問委員会を設置し審議しています。 
 委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役２名および社外監査役３名であり、社内委員は社長および必要に応じて社
長が指名する者（他の代表取締役の中から２名まで社長が指名可能）としています。 
 なお、議長は委員の中から互選により選任しています。 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

 年間監査計画や監査結果の報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報の交換を行い、監査の実効性・質的向上を図っています。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

林 醇 弁護士 ○ ○

木村 陽子 その他 ○

八田 英二 学者 ○

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
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会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

林 醇 ○

当社は、林氏とガス使用契約の取引関係
にあります。その出身元の会社等につい
ては、本人が過去に所長を務めた大阪家
庭裁判所および神戸地方裁判所とガス使
用契約の取引関係にあり、本年3月末ま
で法学研究科教授を務めた国立大学法
人京都大学とガス使用契約・共同研究契
約等の取引関係にあります。また、国立
大学法人京都大学に対し寄付・研究助成
を行っています。これらは、その性質・規
模等に照らして、株主・投資者の判断に
影響を及ぼすおそれはないと判断される
ことから、概要の記載を省略します。

当社は、当該人物の経験・識見、出身元の会
社等と当社との関係などに鑑み、社外監査役
としての職責を全うできるに足る職務遂行能力
および独立性を有するか否かを総合的に判断
して社外監査役を選任しています。林氏は、高
松高等裁判所長官を務めるなど、法曹実務家
としての豊富な経験と専門的知見を有している
こと等から、社外監査役として適任であると考
え、選任しました。また、本人およびその出身
元の会社等が、当社グループの主要な取引
先・当社の主要株主でないなど、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないことから、独立性
があると判断しています。

木村 陽子 ○

当社は、木村氏の出身元の会社等につい
て、本人が理事を務める公立大学法人奈
良県立大学とガス使用契約の取引関係
にありますが、その性質・規模等に照らし
て、株主・投資者の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから、概要
の記載を省略します。

当社は、当該人物の経験・識見、出身元の会
社等と当社との関係などに鑑み、社外監査役
としての職責を全うできるに足る職務遂行能力
および独立性を有するか否かを総合的に判断
して社外監査役を選任しています。木村氏は、
奈良女子大学教授、地方財政審議会委員およ
び財団法人自治体国際化協会理事長を歴任
するなど豊富な経験と幅広い識見を有してい
ること等から、社外監査役として適任であると
考え、選任しました。また、本人およびその出
身元の会社等が、当社グループの主要な取引
先・当社の主要株主でないなど、一般株主と利
益相反が生じるおそれがないことから、独立性
があると判断しています。

八田 英二 ○

当社は、八田氏の出身元の会社等につい
て、本人が過去に理事長を務め現在経済
学部教授を務める学校法人同志社、過去
に理事長を務めた公益財団法人大学コン
ソーシアム京都および理事を務める一般
財団法人京都国際文化協会とガス使用
契約の取引関係にあります。これらは、そ
の性質・規模等に照らして、株主・投資者
の判断に影響を及ぼすおそれはないと判
断されることから、概要の記載を省略しま
す。

当社は、当該人物の経験・識見、出身元の会
社等と当社との関係に鑑み、社外監査役とし
ての職務を全うできるに足る職務遂行能力お
よび独立性を有するか否かを総合的に判断し
て社外監査役を選任しています。八田氏は、
経済学（産業組織論および計量経済学）の分
野における優れた業績と同志社大学長、学校
法人同志社理事長としての組織運営における
豊富な経験等から社外監査役として適任であ
ると考え、選任しました。また、本人およびその
出身元の会社等が、当社グループの主要な取
引先・当社の主要株主でないなど、一般株主と
利益相反が生じるおそれがないことから、独立
性があると判断しています。

独立役員の人数 5 名

 当社は、社外役員全員を独立役員として指定しています。 
 
 当社は、以下のとおり、独立役員に係る独立性の判断基準を定めています。 
 
1.当社または関係会社（以下総称して「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人（以下「業務執行者」という。）
ではなく、その就任の前10年間に、当社グループの業務執行者でないこと 
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【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

2.当社を主要な取引先とする者(*1)またはその業務執行者でなく、最近3年間においても業務執行者でないこと 
 
3.当社の主要な取引先(*2)またはその業務執行者でなく、最近3年間においても業務執行者でないこと 
 
4.当社の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を保有している者。以下同じ。）またはその業務執行者でないこと 
 
5.当社が主要株主となっている者の業務執行者でないこと 
 
6.当社から多額(*3)の寄付を受けている者またはその業務執行者でないこと 
 
7.当社から役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該
財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でなく、当社グループの会計監査人でないこと 
 
8.当社の業務執行者が他の会社における社外役員に就いている場合における当該他の会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者で
ないこと 
 
9.下記に掲げる者の近親者（配偶者または二親等内の親族）でないこと 
(1) 現在および最近3年間において、当社グループの取締役、監査役、執行役員またはこれらの者に準ずる地位にある重要な使用人（以下「重要
な業務執行者」という。） 
(2) 上記2.から6.までに掲げる者のうち、重要な業務執行者 
(3) 上記7.に掲げる者のうち、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者 
 
10.その他、上記1.から9.までの事由以外で、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反を生じるおそれのないこと 
 
*1 支払金額が当該取引先の連結売上高の2％以上 
*2 受取金額が当社グループの連結売上高の2％以上、または借入金残高が当社グループの連結総資産の2％以上 
*3 過去3年間平均で1千万円超 
*4 過去3年間平均で1千万円または支払先の団体の総売上高（総収入）の2％に相当する額のいずれか大きい額を超えること 
 
 ただし、上記1.から10.までのいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立役員として相応しい者については、その理由を説明・開示
することにより、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

 各取締役の報酬額は、客観性を確保し、決定プロセスの透明性をはかる観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を
経た上で、株主総会で承認いただいた上限額(月額63百万円)の範囲内で、取締役会の決議により、各取締役の地位及び担当等を踏まえ、会社
業績を反映して決定することとしています（任意の諮問委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役2名および社外監査役
3名であり、社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者（他の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としています。なお、議
長は委員の中から互選により選任しています。）。ただし、社外取締役については業務執行から独立した立場であることから固定報酬としていま
す。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

 平成26年度に取締役に支払った報酬：521百万円(但し、平成26年6月27日開催の第196回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名
の報酬を含む。） 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のため、取締役の報酬体系の設計にあたっては、企業価値向上への意欲を高めるも
のとしています。 
 取締役の報酬は、固定部分と業績連動部分で構成する月額報酬とし、報酬水準については、他社の水準も参考にし、その役割と責務に相応し
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【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

いものとしています。 
 社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから固定報酬としています。 
 各取締役の報酬額は、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経
た上で、株主総会でご承認いただいた上限額（月額63百万円）の範囲内で、取締役会の決議により決定しています（任意の諮問委員会は、社外
委員と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役2名および社外監査役3名であり、社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者
（他の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としています。）。 
 なお、退職慰労金については、廃止しています。 

 社外取締役は秘書部が、社外監査役は監査役室が、それぞれサポートしている。また、社外取締役・社外監査役に対し、会社状況全般の理解
を深めるため、適宜・適切な情報提供の機会を設けている。 

(1)当社のガバナンス体制 
 当社は、監査役会設置会社を選択するとともに、執行役員制度を導入しています。当社のガバナンス体制は次のとおりです。 
a.取締役会・取締役 
 取締役会は、社外取締役2名を含む13名で構成されており、子会社等を含めた当社グループ全般に関わる重要事項を取り扱い、迅速かつ的確
な意思決定と監督機能の充実を図っています。 
 なお、当社は、取締役は15名以内とする旨及び取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定
めています。 
b.執行役員 
 当社は執行役員制度を導入し、取締役が経営の意思決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活性化して経営の効率性および監督
機能を高めるように努めています。執行役員は取締役会で定めた職務の執行に従事するとともに、代表取締役と取締役の一部が執行役員を兼
務し、経営の意思決定を確実かつ効率的に実施しています。 
c.経営会議 
 当社は経営会議で経営の基本方針および経営に関する重要な事項について、十分に審議を尽くした上で意思決定を行っています。経営会議
は、社内規程に則って、社長、副社長執行役員、常務執行役員、本部長および事業部長で構成されています。 
d.監査役会・監査役 
 監査役会は社外監査役3名（平成27年6月26日の定時株主総会で1名増員）を含む5名の監査役で構成され、それぞれが取締役の職務の執行
を監査しています。 
e.諮問委員会 
 取締役・監査役の選任及び取締役の報酬に関する事項については、客観性を確保し、決定プロセスの透明性をはかる観点から、社外役員が過
半数を占める任意の諮問委員会の審議を踏まえて決定することとしています。（任意の諮問委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員
は社外取締役2名および社外監査役3名であり、社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者（他の代表取締役の中から2名まで社長
が指名可能）としています。なお、議長は委員の中から互選により選任しています。） 
f.CSR委員会 
 大阪ガスグループのCSR活動を統括する役員であるCSR統括のもと、関連組織長が委員となり組織横断的な調整・推進を行うCSR委員会を設
置し、適切かつ積極的なCSR活動を促進しています。 
g.投資評価委員会 
 経営企画本部長のもと、関連組織長が委員となり、一定規模以上の投資案件に関し、リスク・リターン等の投資評価に関する検討を行い、経営
会議に答申する投資評価委員会を設置し、適切な投資判断のサポートを行っています。 
 
(2)社外取締役に関する事項（社外取締役の役割・機能） 
 社外取締役は、取締役会の一員として意思決定に参画するとともに、その識見・経験等に基づき、独立した立場から業務執行取締役の職務の
執行を監視・監督しています。 
 
(3)監査役の機能強化に向けた取組み状況 
 当社では、監査役の機能強化に向けた取組みとして、社外監査役を3名選任し、独立した立場から取締役の職務執行の監査に努めているほ
か、年間監査計画や監査結果の報告等の定期的な会合を含め、各監査役が必要に応じて随時情報の交換を行い、監査の実効性・質的向上を
図っています。また、業務執行取締役の指揮命令系統外の専従スタッフからなる監査役室を設置し、監査役の職務を補助することにより、監査役
の監査機能の充実を図っています。 
 
(4)役員の報酬等の額の決定に関する方針 
 各取締役の報酬額は、客観性を確保し、決定プロセスの透明性をはかる観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を
経た上で、株主総会で承認いただいた上限額(月額63百万円)の範囲内で、取締役会の決議により、各取締役の地位及び担当等を踏まえ、会社
業績を反映して決定することとしています（任意の諮問委員会は社外委員と社内委員で構成され、社外委員は社外取締役2名および社外監査役
3名であり、社内委員は社長および必要に応じて社長が指名する者（他の代表取締役の中から2名まで社長が指名可能）としています。なお、議
長は委員の中から互選により選任しています。）。ただし、社外取締役については業務執行から独立した立場であることから固定報酬としていま
す。 
 また、各監査役の報酬額は、株主総会で承認いただいた上限額(月額14百万円)の範囲内で、監査役の協議により、各監査役の地位等を踏まえ
て決定することとしています。 
 なお、取締役及び監査役に対する退職慰労金については、廃止しています。 
 
(5)役員候補者の決定に関する方針 
 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する観点から、取締役・監査役の候補者選任にあたっては、多様な人材の中
から、知識・経験、能力、人格等を勘案することを基本としています。 
 その上で、社内役員候補者については、エネルギー事業をはじめとする当社グループ事業、企業経営に関する専門性等を、社外役員候補者に
ついては、客観的な判断に資する独立性に加えて、幅広い識見、豊富な経験、出身分野における高い専門性等を勘案して選任しています。 
 取締役・監査役候補者の選任にあたっては、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外役員が過半数を占める任意の諮問
委員会の審議を踏まえて決定しています（任意の諮問委員会の仕組みは、報酬に関する諮問委員会と同様）。 

 当社は、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応し、透明、公正かつ果断な意思決定および効率的かつ適正な業務執行を行うた
めに、現在のガバナンス体制が最適と考えております。 
 その理由は次のとおりです。 

8



・執行役員制度を導入し、取締役が経営の意思決定と監視・監督に注力することにより、取締役会を活性化して経営の効率性および監督機能を
高めるように努めています。 
・複数の社外取締役を選任し、独立した立場から業務執行取締役の職務の執行を監視・監督するとともに、社外監査役を選任し、独立した立場か
ら取締役の職務の執行を監査することとしています。 
・取締役・監査役の選任及び取締役の報酬に関する事項については、客観性を確保し、決定プロセスの透明性を図る観点から、社外役員が過半
数を占める任意の諮問委員会の審議を踏まえて決定することとしています。 
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送  議案の熟慮期間を確保するため、招集通知の早期発送（約４週間前）を行っています。

電磁的方法による議決権の行使
 インターネット等の電磁的方法により議決権を行使することができる電子投票制度を採用し
ています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

 株式会社ＩＣＪの運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」に参加してい
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
 招集通知（全文）の英訳を作成して当社ウェブサイトに掲載するとともに、東京証券取引所に
提出して公衆縦覧に供しています。

その他
 招集通知、決議通知および議決権行使結果に係る臨時報告書（いずれも和文・英文）を当社
ウェブサイトに掲載しています。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
 ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトにて公開しています。 
（http://www.osakagas.co.jp/company/ir/disclosure-policy/index.html） 

個人投資家向けに定期的説明会を開催
 証券会社主催の株式投資セミナー等で、個人投資家向けの説明会を実施し
ています。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

 アナリスト・機関投資家向け決算説明会を、毎年2回（第2四半期決算発表時
および第4四半期決算発表時）開催しています。

あり

IR資料のホームページ掲載
 決算情報、財務情報、事業報告書、有価証券報告書、アニュアルレポート、
ファクトブック、その他様々な会社データを掲載しています。 
（http://www.osakagas.co.jp/company/ir/index.html）

IRに関する部署（担当者）の設置
・IR担当部署：経営企画本部 企画部 
・IR担当役員：代表取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 松坂英孝 
・IR事務連絡責任者：経営企画本部 IR部長 津田恵

その他
 海外投資家向けの定期的な説明会は開催していませんが、海外投資家を代
表取締役などが不定期で訪問し、経営戦略等についての説明を行っていま
す。

補足説明

 大阪ガスグループでは、国内外のサプライチェーンと共に社会の持続可能な発展に貢献して
いくため、大阪ガスグループ企業理念、CSR憲章、企業行動基準を策定し、ステークホルダーと
のコミュニケーションを通じて、グループ全体でのCSR水準の向上を目指しています。 
 
(1)大阪ガスグループ企業理念 
 大阪ガスグループは、社是「サービス第一」を信条・心構えとし、「暮らしとビジネスの“さらなる
進化”のお役に立つ企業グループ」を目指すべく、「お客さま価値」の創造を第一に、これを「社
会価値」「株主さま価値」「従業員価値」の創造につなげるという、「４つの価値創造」の実現に取
り組んでいます。 
（詳細はホームページをご覧ください。 
http://www.osakagas.co.jp/company/about/brand/index.html） 
 
(2)大阪ガスグループCSR憲章 
 大阪ガスグループは、「お客さま価値」の創造を第一に、これを「社会価値」「株主さま価値」
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社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「従業員価値」の創造につなげることを事業活動の指針としており、公正で透明な事業活動を通
じて、４つの価値創造を実現することが、当社グループのCSR（社会的責任）を全うすることと考
えています。 
 ステークホルダーの期待に応え、企業の社会的責任を全うし、大阪ガスグループが持続的な
発展を図っていくため、「大阪ガスグループCSR憲章」を定め、当社グループの役員および従業
員の行動の指針としています。 
 経営トップをはじめとする各組織の責任者は、本憲章の趣旨を体し、率先垂範に努めます。ま
た、法令違反等の問題が発生したときは、経営トップをはじめとする各組織の責任者は、自ら問
題解決にあたり厳正に対処します。 
 
 憲章の構成は以下のとおりです。 
 
I. お客さま価値の創造 
 大阪ガスグループは、天然ガスをコアとするマルチエネルギーの安定供給、保安の確保およ
びサービスの向上を通じて、お客さまの快適な暮らしとビジネスの発展に貢献していきます。あ
わせて、社会的に有用な商品・サービスの提供により、新しい価値の創造に挑戦し、お客さまと
ともに進化し発展し続ける企業グループを目指します。 
 
II. 環境との調和と持続可能な社会への貢献 
 地域および地球規模の環境保全は、エネルギービジネスを中心に事業展開する大阪ガスグ
ループにとって極めて重要な使命であります。大阪ガスグループは、我々のあらゆる活動が環
境と深く関わっていることを認識し、その事業活動を通じて環境との調和を図り、エネルギーと
資源の効率的利用を実現することによって、持続可能な社会の発展に貢献します。 
 
III. 社会とのコミュニケーションと社会貢献 
 大阪ガスグループは、自らの企業活動を世の中に正しく理解していただくため、情報を積極的
に公開し、経営の透明性を高めるとともに、社会とのコミュニケーションを推進します。また、良
き企業市民として、地域社会に貢献するよう努めます。 
 
IV. コンプライアンスの推進と人権の尊重 
 大阪ガスグループは、全ての役員および従業員が、コンプライアンスを確実に実施すること
で、社会からの信頼を得る健全な企業グループを目指します。コンプライアンスとは、法令遵守
だけでなく、社会の一員としての良識ある行動までを含む幅広いものと捉え、お客さま、取引先
さまなど全ての人々との公正な関係を維持し、人権の尊重に努めます。 
 
V. 人間成長を目指した企業経営 
 大阪ガスグループは、雇用の確保を図るとともに、従業員の個性と自主性を尊重し、仕事を通
じて人間成長を図ることのできる企業を目指します。お客さま、社会、株主さまの期待に応える
新しい価値の創造に向け、従業員がやりがいを持って仕事に挑戦し、成長するためのサポート
を行います。 
（詳細はホームページをご覧ください。 
http://www.osakagas.co.jp/company/csr/beginning/csr_charter.html#1） 
 
(3)大阪ガスグループ企業行動基準 
 大阪ガスグループがCSRを全うするために、コンプライアンスを確実に実施することが何よりも
大切と考え、グループ各社の諸規程の基本となる規程として「大阪ガスグループ企業行動基
準」を定め、当社グループの役員・従業員が確実にとるべき行動の基準としています。業務遂
行に際しての規程・マニュアル等には、必要に応じ、具体化された行動規範を織り込み、本基準
の精神を浸透させています。この行動基準は、国際的ガイドラインである国連グローバル・コン
パクトやISO26000の発行を踏まえた改定も行っています。 
（詳細はホームページをご覧ください。 
http://www.osakagas.co.jp/company/csr/beginning/principles.html#0） 
 
（ご参考）「大阪ガスグループ企業行動基準」のエッセンス 
1. 人権を尊重し、安心・快適に働ける職場を実現します。 
2. 法令を遵守し、良識に従い業務を遂行します。 
3. グローバルな事業活動において、各国・地域の法令、人権に関するものを含む国際規範を 
  尊重します。 
4. 地球環境に配慮して行動します。 
5. 公正な取引・競争を行います。 
6. 安全で高品質な商品・サービスを適正な価格で提供し、お客さま満足の向上に努めます。 
7. 関係先・取引先との交際は、節度を守り良識の範囲で行います。 
8. 情報の価値・重要性を正しく認識し、適正に取り扱い、公開します。 
9. 反社会的勢力との関係を遮断します。 
10.適正な納税と経理処理を行います。 
 
 以上の企業理念、CSR憲章、企業行動基準に基づき、事業の各側面において、方針や規程を
策定し、徹底しています。

 暮らしとビジネスの“さらなる進化“のお役に立つ企業グループを目指し、大阪ガスグループの
バリューチェーンにおける社会的影響を認識し、企業活動に反映しています。 
 社長のもと、役員などがCSRに関する活動計画および活動報告の審議を行うCSR推進会議、
大阪ガスグループのCSR活動を統括する役員であるCSR統括のもと、関連組織長が委員となり
組織横断的な調整・推進を行うCSR委員会を設置し、適切かつ積極的な活動の実践に努めると
ともに、テーマに応じて随時社内外のステークホルダーとの対話の場を設定し、社会の期待に
柔軟かつ適切に対応しています。 
（CSR推進体制：http://www.osakagas.co.jp/company/csr/beginning/system.html） 
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環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

 
 CSR活動に関しては、 「CSR憲章」に基づき、方針や推進体制の整備、指標の策定により、取
り組みの推進に努めています。これらの取り組みについては、ウェブサイトで網羅的な情報の
開示を行っています。 
（大阪ガスグループのCSR：http://www.osakagas.co.jp/company/csr/index.html） 
 
 なお、2014年度の主な実績は以下のとおりです。 
 
【CSR全般】 国際基準を参考にしたCSR情報開示／バリューチェーンにおけるCSR推進 
 
【憲章I】 LNG調達先多様化等、エネルギーの安定供給・セキュリティ向上への取り組み／防災
対策、安全対策の推進／お客さまの声を分析・活用したCS向上 
 
【憲章II】 ガスコージェネレーションシステムの普及等、低炭素社会の実現とエネルギーセキュリ
ティ向上への貢献／低燃費型LNG船の就航等、先進的取り組みの推進 
 
【憲章III】 社会課題解決に向けた社会起業家やNPOとの協働／「なにわの語りべ」やスポーツ
教室等による地域活性化への協力／「防災教育」や「食育セミナー」等を通じた教育界・次世
代・保護者の活動支援 
 
【憲章IV】 「ケースメソッド研修」等、コンプライアンスの体質化に向けた取り組み/海外事業展開
に合わせたグローバルコンプライアンスの推進／人権研修・啓発の推進 
 
【憲章V】 ダイバーシティ推進体制の整備や方針の策定／スマートワークの推進／グループ全
体での人材育成活動 
 
 社会貢献活動、食育活動、スポーツを通した青少年育成などのステークホルダーエンゲージ
メントや、経営効率化目標進捗状況、お客さま満足度向上の取り組み、環境への取り組み、安
全と防災、技術開発情報などについて、各ウェブサイトでも紹介しています。 
（大阪ガスグループの取り組み：http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/index.html）

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 「大阪ガスグループ企業行動基準」に情報の公開に関する条項を設け、適時・適切な情報公
開、社会とのコミュニケーションの推進に努めるよう規定しています。これに基づいて策定した
「情報公開規程」では、情報公開に係る責任体制、公開すべき情報の積極的な公開、透明性の
向上を規定しています。 
 
 適時の情報公開はプレスリリースにて行い、四半期・年次の報告は冊子やウェブサイトにて公
開しています。 
 
 CSRに関する報告は、GRIの「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」や環境省の「環
境報告ガイドライン」を参考に作成・公開しており、冊子版の配布については、社外の配布サー
ビスも利用して、希望者が取得しやすいようにしています。

その他

(女性の活躍の方針・取組等について) 
 当社は、1992年に育児休業および介護休業を導入して以来、次世代育成支援対策推進法に
先駆け、法定以上の仕事と生活の両立支援制度を整備してきました。2001年「ファミリー・フレン
ドリー企業」労働大臣努力賞を受賞し、2007年以降次世代育成支援推進法に基づく行動計画を
4期にわたり提出し、厚生労働大臣より「くるみんマーク」企業に認定されています。また、能力
主義と女性の職域拡大を推進してきた結果、出産・育児に伴う退職が殆どなくなり、2014年度の
平均勤続年数は男性19.7年・女性22.4年とほぼ性差の無い状況です。 
 2010年「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」に関係会社6社と共に署名・参加し、2013年に人
事部にダイバーシティ推進チームを設置しました。2014年3月には「大阪ガスグループダイバー
シティ推進方針」を発表し、女性活躍を試金石として人材の多様化を図るとともに「スマートワー
ク」の推進と社員の意識改革を進めるなど、多様な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組
んでいます。これらの取り組みが評価され、「平成26年度なでしこ銘柄」（2年連続）、および「平
成26年度ダイバーシティ経営企業100選」（ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たし
た企業を表彰する経済産業大臣表彰）に選定されました。 
 同方針では、当社の女性活躍目標として、総合職採用人数に占める女性比率30％以上の継
続、2020年までに女性管理職比率を5％にすること、女性役員の早期登用を掲げています。総
合職新卒採用に占める女性比率は2004年度15％に対し2015年度は31.5％、マネジャー以上の
管理職に占める女性比率は2004年度0.3％に対し2015年度は部長職2名を筆頭に2.3％となりま
した。なお、社外監査役に女性が1名就任しています。 
 
(詳細はホームページをご確認ください。 
http://www.osakagas.co.jp/company/csr/beginning/diversity_policy.html）
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、取締役会において、当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社グループの業務
の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）について定めており、その概要は以下のとおりです。 
 
(1)職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
a.当社グループの取締役・従業員は、職務の執行の前提となる情報収集・事実調査を十分に行い、的確な事実認識のもと、職責権限に関する規
程に基づき、合理的な判断を行います。 
b.業務執行取締役は、取締役会における適正な意思決定に資するとともに、監督機能の充実を図るため、独立性を有する社外役員を確保しま
す。また、取締役会の監督機能の充実を図るとともに、効率的な業務執行の体制を確立するため、執行役員制度を採用します。 
c.業務執行取締役は、社長および取締役会の判断に資することを目的として経営会議を設け、経営の基本方針および経営に関する重要な事項
について審議します。 
d.業務執行取締役は、「大阪ガスグループＣＳＲ憲章」を踏まえて、「大阪ガスグループ企業行動基準」を定め、当社グループの取締役および従業
員にこれを周知徹底することにより、当社グループにおける法令・定款に適合した職務の執行の確保はもとより、公正で適切な事業活動（環境保
全への貢献、社会貢献活動の推進、反社会的勢力との関係遮断等を含む。）を推進します。 
e.業務執行取締役は、内部通報制度である相談・報告制度とＣＳＲ委員会の設置により、当社グループにおけるコンプライアンスに係る状況の把
握とコンプライアンスの推進に努めます。 
f.当社グループの取締役・従業員は、当社グループにおけるコンプライアンスに係る問題を発見したときは、事案の重大性・緊急性に応じ、業務執
行取締役もしくは上長に相談・報告するか、または相談・報告制度により報告します。業務執行取締役、コンプライアンス部長または上長は、その
内容を調査し、所要の改善措置を講じます。 
 
(2)職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
a.当社グループの業務執行取締役・従業員は、職責権限に関する規程に基づき、判断要素、判断過程等を明記した取締役会議事録、稟議書等
を作成します。 
b.当社グループの業務執行取締役・従業員は、取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行に係る情報を、情報の特性に応じて、適切に保存
し、管理します。 
 
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
a.業務執行取締役は、製造・供給設備の工事、維持および運用に関する事項について保安規程を定めるとともに、製造供給体制の整備を推進す
ることなどにより、ガス事業における保安の確保と安定供給に万全を期します。 
b.当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長（当社の基本的組織単位の長）は、リスク（外的要因による危険、内的要因による危険、外
部者との取引等に伴う危険）ごとに、リスク発生の未然防止、または発生した場合の損失の最小化のための対応策を講じ、損失の危険の管理を
行います。 
c.損失の危険の管理は、各基本組織および各関係会社を基本単位とします。 
d.当社グループの経営に特に重要な影響を与える可能性がある緊急非常事態への対応は、災害対策に関する規程および事業継続計画によりま
す。 
 
(4)職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
a.当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、職責権限に関する規程により、当社・当社グループにおける業務分担と意思決定に関
する事項を定めます。また、組織等の制度内容や職務の遂行に際しての一般的な遵守事項について規程等を定め、これらを周知徹底することに
より、円滑な組織運営、業務の品質向上・効率化を図ります。 
b.当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、企業価値の最大化を目的として、当社・当社グループの中期経営計画と単年度計画
を定めるとともに、業績管理指標により達成状況をフォローし、計画達成に向けて注力します。 
 
(5)業務の適正を確保するためのその他の体制 
 前記各事項に加えて、業務執行取締役は、次の措置を講じるとともに、適正な運用に努めます。 
a.当社グループの各事業分野において中心的役割を担う会社（中核会社）または関係会社を管理する基本組織（経営サポート組織）を定め、関係
会社の日常的な経営管理を行います。 
b.当社グループ全体の法令・定款適合性や効率性等について、当社の監査部長が内部監査を行います。その監査結果を受けて必要がある場合
には、速やかに改善措置を講じます。 
c.財務報告の信頼性を確保するため、これに係る内部統制の整備、運用および評価を行います。 
 
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 
a.業務執行取締役は、監査役の求めがあれば、従業員を監査役の職務の補助に従事させ、監査役補助者が所属する監査役室を設置します。 
b.監査役補助者は、監査役の職務の補助に専従します。 
 
(7)監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項 
a.業務執行取締役は、全従業員に等しく命ずべき職務を除き、監査役補助者を指揮命令できません。 
b.業務執行取締役は、監査役補助者の人事考課、異動等を行う場合、事前に監査役の意見を徴し、これを尊重します。 
 
(8)監査役への報告に関する体制 
a.取締役は、当社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに報告します。 
b.当社グループの取締役、従業員または関係会社の監査役は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果、相談・報告
制度の主な通報状況、その他重要な事項を、遅滞なく報告します。 
c.当社グループの取締役・当社の従業員は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、遅滞なく報告します。 
d.当社グループの業務執行取締役・上長は、前各項に基づき監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由とする不利な取
扱いを行いません。 
 
(9)監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制 
a.監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換できます。 
b.監査役は、経営会議および全社委員会に出席でき、稟議書等の職務の執行に係る重要な情報を適時に調査できます。 
c.業務執行取締役は、監査役の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担します。 
 
(10)運用状況の確認等 
a.業務執行取締役は、内部統制システムの運用状況の確認および評価を定期的に行い、その結果を取締役会に報告します。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

b.業務執行取締役は、内部統制システムの評価結果、その他の状況を勘案し、必要に応じ、所要の措置を講じます。

 当社はすべての反社会的勢力との取引や利益供与は、いかなる理由をもってしても正当化されず絶対禁止であるものとして、「大阪ガスグルー
プ企業行動基準」に定め、毎年定期的に全役員・従業員等に対して周知徹底することにより遵守させ、以下のとおり体制を整備しています。 
・総務部を対応統括部署と定め、不当要求防止責任者を関係組織に設置しています。 
・警察等の外部の専門機関とも情報交換を行い、有事の場合に対応いただくよう連携しています。 
・反社会的勢力に関する情報を収集し、適宜社内での共有化を図っています。 
・対応マニュアルを整備し、社内研修を実施するなど、社内での啓蒙、注意喚起を適切に行っています。
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

当社の適時開示体制の概要は、以下のとおりです。 
 
(1)会社情報等の公開に関する基本姿勢 
 当社は、グループ企業理念において、事業活動における公正と透明性の確保に努めることを定め、会社情報の公開に関する体制の整備に努
めています。 
 
(2)会社情報の取扱いや公開に関する周知徹底 
 当社は、会社情報の取扱いや公開に関する当社グループの取締役・従業員が遵守すべき行動基準を定めています。また、インサイダー取引規
制に係る重要事実の取扱いに関する社内規程に加え、情報の公開に関する社内規程および情報の管理に関する社内規程を整備し、有価証券
の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績等に関する情報を適切な時期に公開することに努めています。 
 
(3)会社情報の把握および管理 
 会社情報の把握および管理は、その情報に関する業務を担当している組織の長（関係会社については当該関係会社の代表者）を責任者として
適切に行っています。情報管理の状況については、各組織の長（関係会社については当該関係会社の代表者）が定期的に点検を行っています。
 
(4)会社情報の情報公開 
 会社情報を管理する組織の長（関係会社については、経営サポート組織の長または所属する中核会社グループの中核会社社長）は、当社グル
ープの経営に対する影響、お客さま・取引先・従業員の安全性・利益、株主さまの利益、公開に対する社会的要請を総合的に勘案し、広報部長に
意見を求めたうえで、情報公開を決定します。ただし、会社情報のうち、重要な情報については、当該組織を担当する担当役員、本部長または事
業部長（関係会社については、経営サポート組織を担当する担当役員、本部長もしくは事業部長または所属する中核会社グループの中核会社社
長）が、また取締役会決議事項など特に重要な情報については、代表取締役社長が、情報公開を決定します。 
 
(5)会社情報公開状況の自主監査 
 会社情報の公開状況については、会社情報を管理する組織の長（関係会社については、経営サポート組織の長または所属する中核会社グル
ープの中核会社社長）が定期的に評価・点検を行っています。会社情報の公開に関する企画・推進業務を担っている広報部長は、上記の自主監
査の報告を求め、結果に応じて改善措置を求めます。 
 
(6)適時開示の基本的な流れ 
 適時開示に係る会社情報については、当該組織の長（関係会社については、経営サポート組織の長または所属する中核会社グループの中核
会社社長）は、情報取扱責任者である広報部長と適宜協議を行います。開示が必要な会社情報については、広報部長の指示に基づき総務部長
が直ちに各上場金融商品取引所（東京、名古屋）に通知するとともに、広報部長が報道機関に公表します。 
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